
　自営業等のみなさんへ
　「国民年金基金」で老後にもう一安心を

　国民年金基金とは、第1号被保険者(自営業者
など)の老齢基礎年金に上乗せする公的な個人
年金です。
　国民年金に上乗せして厚生年金に加入してい
る会社員等の給与所得者と、国民年金だけにし
か加入していない自営業者などの国民年金の第 
1号被保険者とでは、将来受け取る年金額に大き
な差が生じます。
　より豊かな老後を過ごすことができるよう、
国民年金基金への加入をオススメします。

◎メリット
　★被保険者が生きている限り継続して年金を
　　受け取れる「終身年金」が基本
　　⇒長い老後生活に安心して備えられる
　★年金額が確定、掛金額も一定
　★税制上の優遇(掛金は社会保険料控除対象)
　★万が一のときは家族に一時金
　★自由なプラン設計
◎加入できる方
　□20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保
　　険者の方
　□60歳以上65歳未満の方や海外に居住してい
　　る方で、国民年金任意加入の方

□本人確認書類(下記のA1点またはB2点)
　A顔写真付　例運転免許証、在留カード
　B顔写真無　例健康保険証、年金手帳
□「マイナンバー通知カード」または「個人番号通知書」
□「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発
　行申請書」または「QRコード付き交付申請書」
※住民基本台帳カードをお持ちの方は、持参し
　てください。
※書類がそろわない場合は、市民課にご相談く
　ださい。

□滝野公民館　2月14日㈬　9時～16時
□東条福祉センター「とどろき荘」
　　　　　　　　　　2月13日㈫　9時～16時
◎予約受付　8時30分～17時15分　☎43-0390
　　　　　　※土・日曜日、祝日を除く

□日時　2月15日㈭　17時30分～19時
□場所　加東市役所1階　市民課
◎予約受付　8時30分～17時15分　☎43-0390
　　　　　　※土・日曜日、祝日を除く

　  休日の申請・受取窓口  ※要予約
◎開設日時　①2月10日㈯　8時30分～12時
　　　　　　　予約締切  2月9日㈮　15時まで
　　　　　　②2月25日㈰　8時30分～12時
　　　　　　　予約締切  2月22日㈭　15時まで
◎開設場所　加東市役所1階　市民課
◎予約受付　8時30分～17時15分　☎43-0390
　　　　　　※土・日曜日、祝日を除く
　※予約状況によってご希望の日時で受付でき
　　ない場合があります。

マイナンバーカードの申請・受取ができる！

　　　　　窓口やってます！

追納すると税金が戻る場合があります。
また、老齢基礎年金の額が増えます。

　詳しくは、日本年金機構ホームペー
ジをご覧ください。
問明石年金事務所　☎078-912-4983　

※所得税率10％、復興特別所得税を所得税額の
　2.1％、住民税を10％として計算したものです。
※追納保険料は社会保険料控除の対象となりま
　すので、確定申告または年末調整の手続きが
　必要です。
※所得等により軽減されない場合もあります。

◆課税所得金額が約300万円の場合
⇒所得税・住民税が最大で約8万円軽減！

追納保険料
額の年間合
計が約40万
円の場合(2
年分)

追納保険料
額は実質約
32万円

　国民年金保険料の「保険料の免除」「納付猶予」
　「学生納付特例」を受けたことがある方へ
　国民年金保険料は「追納」がオススメ！

　納付猶予や学生納付特例の期間は年金の受給
資格期間として計算されますが、年金額には反
映されません。そのため保険料を全額納付した
場合と比べて年金額が低額となります。
　しかし、保険料の免除・納付猶予や学生納付特
例の承認を受けた期間の保険料については、後
から納付(追納)することにより、老齢基礎年金
の受給額を増やすことができます。
　また、社会保険料控除により、所得税・住民税
が減額されます。

◎加入申出に関する相談先
 　☎0120-65-4192(フリーダイヤル)
◎手続き等に関する相談先
　☎0570-008-002、☎03-6804-2202
　(お客様相談センターナビダイヤル)
　詳しくは、国民年金基金ホームページをご覧
ください。
問全国国民年金基金 近畿支部
　☎050-3665-0259

★国民年金の上乗せには「付加年金」という制度
　もあります。ただし国民年金基金と付加年金
　はどちらか一方にしか加入できません。
付加年金とは？
　付加年金とは、国民年金料に400円を上乗せし
て支払い、「200円×納付月数分を付加年金額(年
額)」として国民年金に上乗せして受け取れる制
度です。
　国民年金基金より掛け金が少なくなります
が、給付額も少なくなります。
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